
 

( 1 ) 

吹田市立市民ギャラリー条例施行規則新旧対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（指定期間） 

第１９条 指定管理者の指定の期間は、３年とする。ただし、年度の途中で指定す

る場合の指定の期間は、その指定の日からその後２年を経過した日以後における

最初の３月31日までとする。          
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